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2025年度 2026年度 2027年度

発行可 発行不可

振出可（2026年9月末まで） 振出不可

入金可（2026年9月末まで） 入金不可

入金可（振出日が2026年9月末までの手形小切手）

取立可（期日が2027年3月末までの手形小切手） 取立不可

発行可（2026年9月末まで） 発行不可

                                     2026年 2月 9日 

各 位 

株式会社北國銀行 

 

手形・小切手機能の全面的な電子化に向けた各種対応について 

 

株式会社北國銀行（代表取締役社長：米谷 治彦）は政府・産業界・金融界が一体とな

って推進している「2026年度末の手形・小切手機能の全面的な電子化」に向け、下記の対

応を実施しますのでお知らせいたします。 

今後も地域の持続的発展・成長のサポートを行い、一層のサービス向上に努めてまいり

ますので、お客さまには何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

１. 自己宛小切手の発行終了 

終了日 2026年 9月 30日（水） 

実施内容 自己宛小切手の発行を終了します。 

 

2. 手形・小切手の最終振出期限の設定 

最終振出期限 2026年 9月 30日（水） 

実施内容 

最終振出期限を超過して振り出された手形・小切手は、当座預金からの

お支払いができません（ご自身の口座からの払戻も含みます）。 

※ご希望のお客さまには、未使用分がある小切手帳と当座預金出金帳

を無料交換させていただきます（2026年 7月末まで）。 

 

3. 他行を支払地とする手形・小切手の預金入金扱い受付終了について 

終了日 2026年 9月 30日（水） 

実施内容 
当行以外の金融機関を支払地とする手形・小切手の預金口座への入金

を終了します。 

 

【手形・小切手に関連するスケジュール】 

 

 

 

 

 

 

 



【代替サービスのご案内】 

当行では、手形・小切手の代替サービスとして、「北國でんさいサービス」や「北國デジ

タルバンキング」をご案内しております。お客さまにおかれましては、電子決済手段への移

行をご検討いただきますようお願い申し上げます。 

〇北國でんさいサービス 

https://www.hokkokubank.co.jp/corporation/service/densai/ 

〇北國デジタルバンキング 

https://www.hokkokubank.co.jp/corporation/service/hokkokudb/ 

 

以 上 

2025年 10月 1日より「株式会社北國フィナンシャルホールディングス」から 

「株式会社 CCIグループ」へ社名変更いたしました 

 

https://www.hokkokubank.co.jp/corporation/service/densai/
https://www.hokkokubank.co.jp/corporation/service/hokkokudb/

